
船舶インシデント調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和３年１０月５日 １２時３０分ごろ 

発生場所 滋賀県大
おお

津
つ

市下
しも

坂本
さかもと

南東方沖（琵琶
び わ

湖南部） 

 唐崎
からさき

三等三角点から真方位０６４°７９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０３.１′ 東経１３５°５２.６′） 

インシデントの概要  プレジャーヨットSIESTA
シ エ ス タ

Ⅲは、西進中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和３年１０月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット SIESTAⅢ、５トン未満（長さ８.５６ｍ） 

 ２４１－９１１２滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

水象：波向 西、波高 約０.１ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、電話で、ホテ

ル従業員から説明を受けた入航針路（以下「予定針路」という。）に

より、ホテルのマリーナに向けて、機走により予定針路の目印の私設

ブイ３個（以下「旗付きブイ１」、「旗付きブイ２」及び「旗無しブ

イ」という。）を探しながら、約３ノットの対地速力で西進した。 

私設ブイ３個は、旗付きブイ１及び旗付きブイ２が桟橋の東方に南

北方向に敷設され、更にその東方に旗無しブイがアプローチ目標とし

て敷設されていた。 

船長は、説明に従い旗無しブイ１個を右舷方に見て航過した後、旗

付きブイ１及び旗付きブイ２を見付けようと、無意識に徐々に右転し

て北西進したので、水草が大量に繁
はん

茂
も

する浅所（以下「本件浅所」と

いう。）に向かい、本船のバラストキール下端部が座洲した。 

本船の喫水は、船首、船尾共に約０.５ｍ、バラストキール下端部

が約１.７ｍであった。 

本件浅所の水深は、降雨が少なく、琵琶湖の水位が下がっており、

約１.５ｍであった。 

ホテル従業員は、船長に対して予定針路を、東方沖合の旗無しブイ

を右舷方に見て航行し、旗付きブイ１及び旗付きブイ２の間を航行し

て西進するように説明していた。 

船長は、本件浅所の存在を知らなかった。 

分析 本船は、西進中、船長が本件浅所の存在を知らない中、旗付きブイ



１及び旗付きブイ２を見つけようと徐々に右転して北西進したことか

ら、本件浅所に向かう進路となり、本件浅所に座洲したものと考えら

れる。 

原因 本インシデントは、本船が、西進中、船長が本件浅所の存在を知ら

ない中、旗付きブイ１及び旗付きブイ２を見つけようと徐々に右転し

て北西進したため、本件浅所に向かう進路となり、本件浅所に座洲し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・琵琶湖を航行するプレジャーヨットの船長は、航行する水域につ

いて、事前に湖沼図（国土地理院）を参照したり、ホテル、マリ

ーナの従業員に聞いたりするなど、水路調査を行い、浅所の位置

や水深などを把握しておくこと。 

・船長は、ＧＰＳプロッターを使い、あらかじめ桟橋への進路をイ

メージしておくこと。 

 


